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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の操作部品を含む操作部と、
　前記操作部品に対応して設けられ、対応の前記操作部品に対する操作によって電力を生
成する複数の発電素子を含む発電部と、
　前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、電力の供給元の前記発電素子を判
別可能であり、各前記操作部品に対する各操作の内容に応じた種類の信号を出力可能な信
号生成部と、
　前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記信号生成部の出力信号の内容
を不揮発的に記憶する記憶部と、
　前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記操作部に対する操作が所定条
件を満たすと、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容に対応する情報を含む無線信
号を送信する送信制御部とを備え、
　前記記憶部は、さらに、参照用情報を記憶し、
　前記送信制御部は、前記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に記憶
された前記出力信号の内容と前記参照用情報とを比較し、比較結果が所定条件を満たす場
合に前記無線信号を送信する、リモートコントローラ。
【請求項２】
　前記送信制御部は、前記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に記憶
された前記出力信号の内容を含む無線信号を送信する、請求項１に記載のリモートコント
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ローラ。
【請求項３】
　前記リモートコントローラは、さらに、
　前記送信制御部が前記無線信号の送信を完了したことに応答して、前記記憶部に記憶さ
れた前記出力信号の内容を消去する消去部を備える、請求項１または請求項２に記載のリ
モートコントローラ。
【請求項４】
　前記操作部は、大きさの異なる複数のボタンを含み、
　前記所定条件は、大きい方の前記ボタンが押下されることである、請求項１から請求項
３のいずれか１項に記載のリモートコントローラ。
【請求項５】
　前記参照用情報は暗証情報であり、
　前記送信制御部は、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容が前記暗証情報と一致
した場合に前記無線信号を送信する、請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のリモ
ートコントローラ。
【請求項６】
　無線信号を送信するリモートコントローラと、
　前記リモートコントローラからの前記無線信号を受信し、受信した前記無線信号に含ま
れる情報に基づいて機器を制御する受信機とを備え、
　前記リモートコントローラは、
　複数の操作部品を含む操作部と、
　前記操作部品に対応して設けられ、対応の前記操作部品に対する操作によって電力を生
成する複数の発電素子を含む発電部と、
　前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、電力の供給元の前記発電素子を判
別可能であり、各前記操作部品に対する各操作の内容に応じた種類の信号を出力可能な信
号生成部と、
　前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記信号生成部の出力信号の内容
を不揮発的に記憶する記憶部と、
　前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記操作部に対する操作が所定条
件を満たすと、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容に対応する情報を含む無線信
号を送信する送信制御部とを含み、
　前記記憶部は、さらに、参照用情報を記憶し、
　前記送信制御部は、前記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に記憶
された前記出力信号の内容と前記参照用情報とを比較し、比較結果が所定条件を満たす場
合に前記無線信号を送信する、リモートコントロールシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リモートコントローラおよびリモートコントロールシステムに関し、特に、
エナジーハーベスティングを利用したリモートコントローラおよびリモートコントロール
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光、熱および振動等の周囲の環境から微少なエネルギーを収穫するエナジーハーベステ
ィングにより発電された電力を用いて動作する機器が開発されている。
【０００３】
　たとえば、特許第４８２４２７７号公報（特許文献１）には、以下のような技術が開示
されている。すなわち、センサシステムは、非電気的エネルギーを電気的エネルギーに変
換する少なくとも１つの電圧発生器と、当該電圧発生器に後置接続された少なくとも１つ
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のエネルギー蓄積部と、自身の出力信号がプロセッサ制御部の作動に適するように、上記
エネルギー蓄積部に接続されている少なくとも１つの電圧変換器と、少なくとも１つのセ
ンサと、上記プロセッサ制御部によって生成され、上記少なくとも１つのセンサの少なく
とも１つの測定値を含む送信テレグラムをワイヤレス送出するための少なくとも１つの送
信部とを備える。このセンサシステムにおいて、エネルギー供給に不備がある場合に長時
間のアクティブサイクルを実現するＵＬＰ技術において構成された半導体タイマ回路が設
けられている。当該タイマ回路は、上記少なくとも１つのエネルギー蓄積部での電圧が所
定のレベルに達するとトリガされ、当該タイマ回路は当該タイマ回路のトリガの時点から
所定の時間間隔後に、少なくとも１つの送信テレグラムを送出するように、上記プロセッ
サ制御部および上記送信部を起動させる。上記少なくとも１つの電圧発生器が、上記プロ
セッサ制御部を直接駆動させようとしても、持続的に作動させる電力を発生させることが
できない大きさに構成されている。上記送信テレグラムはさらに１つの識別コードを含む
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４８２４２７７号公報
【特許文献２】特許第４２２５７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　たとえば、リモートコントローラにおいてエナジーハーベスティングを利用する場合、
ボタンの押下エネルギーを電気エネルギーに変換し、押下されたボタンの情報を他の装置
に無線伝送することが可能である。
【０００６】
　このようなエナジーハーベスティングを利用したリモートコントローラの機能および利
便性等を向上し、優れたリモートコントロールシステムを提供することが望まれる。
【０００７】
　この発明は、上述の課題を解決するためになされたもので、その目的は、エナジーハー
ベスティングを利用した優れたリモートコントロールシステムを提供することが可能なリ
モートコントローラおよび当該リモートコントローラを備えたリモートコントロールシス
テムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わるリモートコントローラは
、操作部と、前記操作部に対する操作によって電力を生成する発電部と、前記発電部によ
って生成された電力を用いて動作し、前記操作部に対する各操作の内容に応じた種類の信
号を出力可能な信号生成部と、前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記
信号生成部の出力信号の内容を不揮発的に記憶する記憶部と、前記発電部によって生成さ
れた電力を用いて動作し、前記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に
記憶された前記出力信号の内容に対応する情報を含む無線信号を送信する送信制御部とを
備える。
【０００９】
（７）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わるリモートコントロールシ
ステムは、無線信号を送信するリモートコントローラと、前記リモートコントローラから
の前記無線信号を受信し、受信した前記無線信号に含まれる情報に基づいて機器を制御す
る受信機とを備え、前記リモートコントローラは、操作部と、前記操作部に対する操作に
よって電力を生成する発電部と、前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前
記操作部に対する各操作の内容に応じた種類の信号を出力可能な信号生成部と、前記発電
部によって生成された電力を用いて動作し、前記信号生成部の出力信号の内容を不揮発的
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に記憶する記憶部と、前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記操作部に
対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容に対応す
る情報を含む無線信号を送信する送信制御部とを含む。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、エナジーハーベスティングを利用した優れたリモートコントロールシ
ステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントロールシステムの構成
を示す図である。
【図２】図２は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラの操作部の一例
を示す図である。
【図３】図３は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラの構成を示す図
である。
【図４】図４は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラの操作部の他の
例を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントロールシステムにおけ
る受信機の構成を示す図である。
【図６】図６は、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラが送信する情報
の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　最初に、本発明の実施形態の内容を列記して説明する。
【００１３】
（１）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わるリモートコントローラは
、操作部と、前記操作部に対する操作によって電力を生成する発電部と、前記発電部によ
って生成された電力を用いて動作し、前記操作部に対する各操作の内容に応じた種類の信
号を出力可能な信号生成部と、前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記
信号生成部の出力信号の内容を不揮発的に記憶する記憶部と、前記発電部によって生成さ
れた電力を用いて動作し、前記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に
記憶された前記出力信号の内容に対応する情報を含む無線信号を送信する送信制御部とを
備える。
【００１４】
　このように、この発明のある局面に係わるリモートコントローラでは、操作部に対する
操作内容を、当該操作によって発電された電力を用いて記憶部に保存し、操作部に対する
操作内容が所定条件を満たしたときに、たとえば保存しておいた操作内容に対応する情報
を含む無線信号を、発電部の発電電力を用いて送信する。このような構成により、操作部
に対する操作が発生するたびに無線信号を送信することを回避し、発電部の発電電力を有
効に活用しながら、無線信号の送信による電波干渉を低減することができる。したがって
、エナジーハーベスティングを利用した優れたリモートコントロールシステムを提供する
ことができる。
【００１５】
（２）好ましくは、前記記憶部は、さらに、参照用情報を記憶し、前記送信制御部は、前
記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内
容と前記参照用情報とを比較し、比較結果が所定条件を満たす場合に前記無線信号を送信
する。
【００１６】
　このような構成により、操作部に対する一連の操作内容に関し、無線信号の送信のため
のより高度な条件を設定することができるため、リモートコントローラを高機能化させる
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ことができる。また、たとえば無線信号の受信機において操作部に対する一連の操作内容
に対する条件を設定する構成と比べて、リモートコントローラから受信機へ送信される情
報のデータ長を短くすることができるため、電波干渉をより低減することができる。また
、操作部に対する一連の操作内容がリモートコントローラの外部へ送信されないことから
、セキュリティ性を高めることができる。
【００１７】
（３）好ましくは、前記送信制御部は、前記操作部に対する操作が所定条件を満たすと、
前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容を含む無線信号を送信する。
【００１８】
　このように、リモートコントローラでは操作部に対する一連の操作内容と参照用情報と
の関係に関して無線信号の送信条件を設定することなく、たとえば無線信号の受信機にお
いて操作部に対する一連の操作内容に対する条件を設定することができるため、リモート
コントローラの処理を簡易化し、リモートコントローラにおける発電条件等を軽減するこ
とができる。
【００１９】
（４）好ましくは、前記リモートコントローラは、さらに、前記送信制御部が前記無線信
号の送信を完了したことに応答して、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容を消去
する消去部を備える。
【００２０】
　このような構成により、不要な情報が記憶部に保存され続けることを防ぎ、記憶部の記
憶領域の使用効率を高めることができる。さらに、上記のように参照用情報を用いた比較
を行なう場合には、ユーザが入力した番号等の情報がリモートコントローラに残存するこ
とを防ぎ、セキュリティ性を向上させることができる。
【００２１】
（５）好ましくは、前記操作部は、大きさの異なる複数のボタンを含み、前記所定条件は
、大きい方の前記ボタンが押下されることである。
【００２２】
　このように、無線信号の送信動作のトリガとなるボタンを他のボタンと比べて大きくす
る構成により、発電部がより大きい電力を生成することができ、無線信号の送信動作をよ
り確実に実行することが可能となる。
【００２３】
（６）より好ましくは、前記参照用情報は暗証情報であり、前記送信制御部は、前記記憶
部に記憶された前記出力信号の内容が前記暗証情報と一致した場合に前記無線信号を送信
する。
【００２４】
　このような構成により、高いセキュリティ性の要求されるシステムにリモートコントロ
ールシステムを適用させることが可能となる。
【００２５】
（７）上記課題を解決するために、この発明のある局面に係わるリモートコントロールシ
ステムは、無線信号を送信するリモートコントローラと、前記リモートコントローラから
の前記無線信号を受信し、受信した前記無線信号に含まれる情報に基づいて機器を制御す
る受信機とを備え、前記リモートコントローラは、操作部と、前記操作部に対する操作に
よって電力を生成する発電部と、前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前
記操作部に対する各操作の内容に応じた種類の信号を出力可能な信号生成部と、前記発電
部によって生成された電力を用いて動作し、前記信号生成部の出力信号の内容を不揮発的
に記憶する記憶部と、前記発電部によって生成された電力を用いて動作し、前記操作部に
対する操作が所定条件を満たすと、前記記憶部に記憶された前記出力信号の内容に対応す
る情報を含む無線信号を送信する送信制御部とを含む。
【００２６】
　このように、この発明のある局面に係わるリモートコントローラでは、操作部に対する
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操作内容を、当該操作によって発電された電力を用いて記憶部に保存し、操作部に対する
操作内容が所定条件を満たしたときに、たとえば保存しておいた操作内容に対応する情報
を含む無線信号を、発電部の発電電力を用いて送信する。このような構成により、操作部
に対する操作が発生するたびに無線信号を送信することを回避し、発電部の発電電力を有
効に活用しながら、無線信号の送信による電波干渉を低減することができる。したがって
、エナジーハーベスティングを利用した優れたリモートコントロールシステムを提供する
ことができる。
【００２７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または相当
部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００２８】
　＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントロールシステムの構成を示す
図である。
【００２９】
　図１を参照して、リモートコントロールシステム３０１は、リモートコントローラ１０
１と、受信機１５１とを備える。
【００３０】
　リモートコントローラ１０１は、ユーザの操作に応じて無線信号を受信機１５１へ送信
する。
【００３１】
　受信機１５１は、リモートコントローラ１０１から送信された無線信号を受信し、受信
した無線信号に含まれる情報に基づいて機器２０１を制御する。なお、受信機１５１が、
制御対象である機器２０１自体を備える構成であってもよい。
【００３２】
　リモートコントローラ１０１は、光、熱および振動等の周囲の環境から微少なエネルギ
ーを収穫するエナジーハーベスティングを利用し、エナジーハーベスティングにより発電
された電力を用いて動作する。具体的には、たとえば、リモートコントローラ１０１は、
リモートコントローラ１０１の操作部に対するユーザの操作によって得られた電力を用い
て動作する。
【００３３】
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラの操作部の一例を示す
図である。
【００３４】
　図２を参照して、リモートコントローラ１０１の操作部１１は、０～９の数字ボタンと
、クリアボタン３１と、送信ボタン３２と、ＬＥＤ３３とを含む。
【００３５】
　ユーザは、操作部１１における各ボタンを押下することにより、リモートコントローラ
１０１を操作する。
【００３６】
　ＬＥＤ３３は、操作部１１におけるボタンの押下強度が十分である場合に一定期間点灯
し、ユーザに操作成功を通知する。
【００３７】
　なお、操作部１１は、ボタンを含む構成に限らず、ダイヤル等を含む構成であってもよ
い。また、操作部１１は、数字ボタンに限らず、たとえばアルファベットのボタンを含む
構成であってもよい。
【００３８】
　図３は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラの構成を示す図である
。
【００３９】



(7) JP 6167660 B2 2017.7.26

10

20

30

40

50

　図３を参照して、リモートコントローラ１０１は、操作部１１と、発電部１２と、電源
管理部（信号生成部）１３と、制御部（送信制御部および消去部）１４と、記憶部１５と
、スイッチ１６と、無線送信部１７と、アンテナ１８とを備える。電源管理部１３は、蓄
電素子２３を含む。
【００４０】
　操作部１１は、たとえば複数のボタンを含む。図３では、３つのボタン２１Ａ，２１Ｂ
，２１Ｃを代表的に示している。
【００４１】
　発電部１２は、操作部１１に対する操作によって電力を生成する。発電部１２は、ボタ
ン２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃにそれぞれ対応して設けられた発電素子２２Ａ，２２Ｂ，２２
Ｃを含む。
【００４２】
　以下、ボタン２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃの各々をボタン２１と称する場合がある。また、
発電素子２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃの各々を発電素子２２と称する場合がある。
【００４３】
　発電素子２２は、対応のボタン２１の下部に設けられ、対応のボタン２１の押下によっ
て生じるエネルギーから電力を生成し、電源管理部１３へ出力する。
【００４４】
　具体的には、発電部１２は、たとえば、特許第４２２５７９２号公報（特許文献２）に
記載の技術のように、バネ、永久磁石および誘導コイルを用いた磁束の時間的変化による
発電を行なってもよい。また、発電部１２は、ユーザによるボタン２１の押下により、圧
電素子、磁歪材料、または超磁歪材料等で形成される発電素子２２を弾性変形させるため
の応力を発生させ、当該弾性変形により発電素子２２から電力を取り出してもよい。なお
、磁歪材料、および超磁歪材料としては、たとえば、Ｆｅ－Ｃｏ系合金、Ｆｅ－Ｇａ系合
金、およびＴｂ－Ｄｙ－Ｆｅ系合金等が知られているが、逆磁歪効果を有する任意の材料
を使用してもよい。
【００４５】
　このように、ユーザがボタン２１を押下した機械的エネルギーを、各種物理現象を介し
て電気的エネルギーに変換する任意の仕組みを発電部１２に適用することができる。
【００４６】
　電源管理部１３における蓄電素子２３は、たとえば２次電池またはキャパシタであり、
発電部１２から供給された電力によりエネルギーを蓄積するとともに、蓄積したエネルギ
ーを用いて、電源管理部１３を始めリモートコントローラ１０１における各回路に電力を
供給する。
【００４７】
　また、電源管理部１３は、蓄電素子２３の状態を監視し、蓄電素子２３の過充電および
過放電を防ぐ。より詳細には、たとえば、電源管理部１３は、蓄電素子２３の電圧が上昇
して所定の閾値に達すると、各回路への電力供給を開始し、蓄電素子２３の電圧が下降し
て所定の閾値に達すると、各回路への電力供給を停止する。
【００４８】
　また、リモートコントローラ１０１における各回路は、操作部１１に対する直近の操作
で発電された電力を用いて動作することも可能であり、操作部１１に対する過去の操作で
発電された電力を用いて動作することも可能である。
【００４９】
　スイッチ１６は、蓄電素子２３から供給される電力を無線送信部１７へ出力するか否か
を切り替える。
【００５０】
　無線送信部１７は、スイッチ１６経由で蓄電素子２３から供給される電力を用いて動作
し、制御部１４から受けた情報を含む無線信号を生成し、アンテナ１８経由で受信機１５
１へ送信する。
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【００５１】
　電源管理部１３は、発電部１２によって生成された電力を用いて動作し、操作部１１に
対する各操作の内容に応じた種類の操作信号を制御部１４へ出力可能である。
【００５２】
　より詳細には、電源管理部１３は、電力の供給元の発電素子２２を判別可能であり、操
作部１１において押下されたボタン２１を示す操作信号を生成して制御部１４へ出力する
。具体的には、この操作信号は、たとえば、０～９のいずれの数字ボタンが押下されたか
、またはクリアボタン３１および送信ボタン３２のいずれのボタンが押下されたかを示す
信号である。
【００５３】
　制御部１４は、たとえばＣＰＵであり、発電部１２によって生成された電力を用いて動
作し、リモートコントローラ１０１における各ユニットを制御する。
【００５４】
　たとえば、制御部１４は、電源管理部１３から受けた操作信号の内容、すなわち操作部
１１に対する操作の内容に応じた処理を行なう。
【００５５】
　制御部１４は、電源管理部１３から受けた操作信号の内容を記憶部１５へ出力する。ま
た、制御部１４は、電源管理部１３から受けた操作信号を解析し、操作部１１に対する操
作が所定条件を満たすと、無線送信部１７を制御して、記憶部１５に記憶された操作信号
の内容に対応する情報、たとえば当該操作信号の内容自体を含む無線信号を送信する。
【００５６】
　記憶部１５は、たとえばフラッシュメモリであり、発電部１２によって生成された電力
を用いて動作し、制御部１４から受けた電源管理部１３の操作信号の内容を不揮発的に記
憶する。
【００５７】
　具体的には、制御部１４は、操作部１１における数字ボタンの押下を操作信号が示す場
合には、当該数字ボタンの数字を記憶部１５に書き込む。
【００５８】
　また、制御部１４は、操作部１１における送信ボタン３２の押下を操作信号が示す場合
には、まず、スイッチ１６をオンすることにより、無線送信部１７に電力を供給する。
【００５９】
　次に、無線送信部１７は、電力供給を受けて、無線信号の生成および送信が可能な状態
になると、起動完了通知を制御部１４へ出力する。
【００６０】
　次に、制御部１４は、無線送信部１７から起動完了通知を受けて、制御部１４によって
記憶部１５に書き込まれた情報、すなわち記憶部１５に記憶されている１または複数の数
字の情報を読み出し、無線送信部１７へ出力する。また、たとえば、制御部１４は、無線
信号の送信に必要な情報を無線送信部１７へ出力する。
【００６１】
　次に、無線送信部１７は、制御部１４から受けた情報を含む無線信号を生成し、アンテ
ナ１８経由で受信機１５１へ送信する。
【００６２】
　次に、無線送信部１７は、当該無線信号の送信が完了すると、送信完了通知を制御部１
４へ出力する。
【００６３】
　次に、制御部１４は、無線送信部１７から送信完了通知を受けて、スイッチ１６をオフ
することにより、無線送信部１７への電力供給を停止する。これにより、無線信号の送信
が必要なときだけ無線送信部１７を起動させることができ、蓄電素子２３に蓄えられたエ
ネルギーの浪費を防ぐことができる。
【００６４】
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　また、制御部１４は、無線送信部１７が無線信号の送信を完了したことに応答して、記
憶部１５に記憶された操作信号の内容、すなわちユーザが入力した１または複数の数字の
情報を消去する。
【００６５】
　また、制御部１４は、操作部１１におけるクリアボタン３１の押下を操作信号が示す場
合にも、記憶部１５に記憶された操作信号の内容を消去する。
【００６６】
　なお、制御部１４は、操作部における送信ボタン３２が押下されると無線信号を送信す
る構成に限らず、たとえば数字ボタンが所定回数押下されると、押下された所定回数分の
ボタンの数字を含む無線信号を送信する構成であってもよい。
【００６７】
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラの操作部の他の例を示
す図である。
【００６８】
　図４を参照して、リモートコントローラ１０１の操作部１１は、大きさの異なる複数の
ボタンを含む。
【００６９】
　制御部１４は、操作部１１において大きい方のボタンが押下されると、無線送信部１７
を制御して、記憶部１５に記憶された操作信号の内容に対応する情報を含む無線信号を送
信する。
【００７０】
　具体的には、操作部１１における各ボタンのうち、送信ボタン３２が最も大きい。前述
のように、送信ボタン３２が押下される場合、リモートコントローラ１０１では、記憶部
１５からの情報の読み出し、ならびに無線信号の生成および送信が行われることから、多
くの電力が必要となる。
【００７１】
　このように、無線信号の送信動作のトリガとなるボタンを他のボタンと比べて大きくす
ることにより、発電素子２２がより大きい電力を生成することができ、無線信号の送信動
作をより確実に実行することが可能となる。
【００７２】
　ところで、エナジーハーベスティングを利用したリモートコントローラの機能および利
便性等を向上し、優れたリモートコントロールシステムを提供することが望まれる。
【００７３】
　これに対して、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラでは、発電部１
２は、操作部１１に対する操作によって電力を生成する。電源管理部１３は、発電部１２
によって生成された電力を用いて動作し、操作部１１に対する各操作の内容に応じた種類
の操作信号を出力可能である。記憶部１５は、発電部１２によって生成された電力を用い
て動作し、電源管理部１３の出力信号すなわち操作信号の内容を不揮発的に記憶する。そ
して、制御部１４は、発電部１２によって生成された電力を用いて動作し、操作部１１に
対する操作が所定条件を満たすと、無線送信部１７を制御して、記憶部１５に記憶された
操作信号の内容に対応する情報を含む無線信号を送信する。
【００７４】
　このように、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラでは、操作部１１
に対する操作内容を、当該操作によって発電された電力を用いて記憶部１５に保存し、操
作部１１に対する操作内容が所定条件を満たしたときに、たとえば保存しておいた操作内
容に対応する情報を含む無線信号を、発電部１２の発電電力を用いて送信する。このよう
な構成により、操作部１１に対する操作が発生するたびに無線信号を送信することを回避
し、発電部１２の発電電力を有効に活用しながら、無線信号の送信による電波干渉を低減
することができる。
【００７５】
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　したがって、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラでは、エナジーハ
ーベスティングを利用した優れたリモートコントロールシステムを提供することができる
。
【００７６】
　また、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラでは、制御部１４は、上
記無線信号の送信を完了したことに応答して、記憶部１５に記憶された操作信号の内容を
消去する。
【００７７】
　このような構成により、不要な情報が記憶部１５に保存され続けることを防ぎ、記憶部
１５の記憶領域の使用効率を高めることができる。
【００７８】
　また、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントローラでは、操作部１１は、大
きさの異なる複数のボタンを含む。上記無線信号の送信のための所定条件は、大きい方の
ボタンが押下されることである。
【００７９】
　このように、無線信号の送信動作のトリガとなるボタンを他のボタンと比べて大きくす
る構成により、発電部１２がより大きい電力を生成することができ、無線信号の送信動作
をより確実に実行することが可能となる。
【００８０】
　次に、本発明の他の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、図中同一または
相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
【００８１】
　＜第２の実施の形態＞
　本実施の形態は、第１の実施の形態に係るリモートコントロールシステムと比べて参照
用情報を用いるリモートコントロールシステムに関する。以下で説明する内容以外は第１
の実施の形態に係るリモートコントロールシステムと同様である。
【００８２】
　本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントロールシステム３０２は、参照用情報
を用いることにより、たとえば、建物およびガレージ等のゲートの開閉、入室用のキー、
ならびに特定階へのエレベータの停止制御等に適用可能である。なお、セキュリティ性の
要求が低い場合には、本発明の第１の実施の形態に係るリモートコントロールシステム３
０１をこれらの用途に適用することも可能である。
【００８３】
　本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラ１０２において、記憶部１５は
、さらに、参照用情報を不揮発的に記憶する。
【００８４】
　制御部１４は、操作部１１に対する操作が所定条件を満たすと、記憶部１５に記憶され
た操作信号の内容と参照用情報とを比較し、比較結果が所定条件を満たす場合に、無線送
信部１７を制御して、記憶部１５に記憶された操作信号の内容に対応する情報を含む無線
信号を送信する。
【００８５】
　具体的には、たとえば、参照用情報は暗証情報である。制御部１４は、記憶部１５に記
憶された操作信号の内容が暗証情報と一致した場合に、記憶部１５に記憶された操作信号
の内容に対応する情報、たとえばリモートコントローラ１０２の識別情報を含む無線信号
を送信する。なお、参照用情報は、暗証情報に限らず、ユーザに付与されたＩＤまたはユ
ーザの名前等であってもよい。
【００８６】
　たとえば、暗証情報等の参照用情報は、ユーザによって登録可能である。具体的には、
制御部１４は、たとえば、ユーザが「１２３４００」の順番で数字ボタンを押下した場合
、ゼロの数字ボタンが２回押下されたことから、「１２３４」を参照用情報として記憶部
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１５に保存する。
【００８７】
　なお、制御部１４は、上記操作信号の内容と参照用情報との照合において、各々の全部
が一致する場合に無線信号を送信する構成に限らず、各々の一部が一致する場合に無線信
号を送信することも可能である。
【００８８】
　また、制御部１４は、上記無線信号の送信を完了したことに応答して、記憶部１５に記
憶された操作信号の内容を消去する。これにより、たとえばリモートコントローラ１０２
をユーザが紛失した場合に、リモートコントローラ１０２を他者に利用されてしまうこと
を防ぐことができる。
【００８９】
　図５は、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントロールシステムにおける受信
機の構成を示す図である。
【００９０】
　図５を参照して、受信機１５１は、アンテナ５１と、無線受信部５２と、制御部５３と
記憶部５４とを備える。
【００９１】
　無線受信部５２は、リモートコントローラ１０２から送信された無線信号をアンテナ５
１経由で受信し、受信した無線信号に含まれる情報を制御部５３へ出力する。
【００９２】
　制御部５３は、無線受信部５２から受けた情報に基づいて機器２０１へ制御信号を出力
する。たとえば、リモートコントロールシステム３０１が建物のゲートの開閉に適用され
る場合、制御部５３は、無線受信部５２から受けたゲートの開閉を示す情報に基づいて、
ゲートを駆動する機器２０１へ制御信号を出力する。
【００９３】
　あるいは、リモートコントローラ１０２から送信される情報に、リモートコントローラ
１０２の識別情報が含まれる場合、制御部５３は、たとえばリモートコントローラ１０２
の識別情報と、記憶部５４に記憶されている識別情報とを比較し、リモートコントローラ
１０２の識別情報が記憶部５４に記憶されている識別情報と一致した場合に、ゲートを駆
動する機器２０１へ制御信号を出力する。
【００９４】
　また、たとえば、リモートコントロールシステム３０１が特定階へのエレベータの停止
制御に適用される場合、制御部５３は、たとえばリモートコントローラ１０２の識別情報
と、記憶部５４に記憶されている複数の識別情報とを比較し、リモートコントローラ１０
２の識別情報が記憶部５４におけるいずれかの識別情報と一致した場合に、当該識別情報
に応じた内容の制御信号、具体的には特定階を示す制御信号を、エレベータを制御する機
器２０１へ出力する。
【００９５】
　また、リモートコントロールシステム３０２は、参照用情報による認証処理を受信機１
５１側で行なう構成であってもよい。
【００９６】
　すなわち、リモートコントローラ１０２において、制御部１４は、操作部１１に対する
操作が所定条件を満たすと、無線送信部１７を制御して、記憶部１５に記憶された操作信
号の内容を含む無線信号を送信する。
【００９７】
　受信機１５１において、制御部５３は、リモートコントローラ１０２から受信した無線
信号に含まれる操作信号の内容と、記憶部５４に記憶されている参照用情報たとえば暗証
情報とを比較し、たとえば両者が一致する場合に、機器２０１へ制御信号を出力する。
【００９８】
　図６は、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラが送信する情報の一例
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を示す図である。
【００９９】
　図６を参照して、リモートコントローラ１０２から送信される情報には、たとえば、リ
モートコントローラ１０２の識別情報と、操作信号の内容すなわちユーザが入力した番号
が含まれる。
【０１００】
　この場合、受信機１５１において、制御部５３は、リモートコントローラ１０２から受
信した無線信号に含まれる操作信号の内容と、記憶部５４に記憶されている暗証情報とを
比較し、両者が一致する場合に、リモートコントローラ１０２から受信した情報に含まれ
る識別情報と、記憶部５４に記憶されている識別情報とを比較する。
【０１０１】
　そして、制御部５３は、リモートコントローラ１０２の識別情報が記憶部５４に記憶さ
れている識別情報と一致した場合に、機器２０１へ制御信号を出力する。
【０１０２】
　その他の構成および動作は第１の実施の形態に係るリモートコントロールシステムと同
様であるため、ここでは詳細な説明を繰り返さない。
【０１０３】
　このように、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラでは、記憶部１５
は、さらに、参照用情報を記憶する。制御部１４は、操作部１１に対する操作が所定条件
を満たすと、記憶部１５に記憶された操作信号の内容と参照用情報とを比較し、比較結果
が所定条件を満たす場合に、無線送信部１７を制御して上記無線信号を送信する。
【０１０４】
　このような構成により、操作部１１に対する一連の操作内容に関し、無線信号の送信の
ためのより高度な条件を設定することができるため、リモートコントローラ１０２を高機
能化させることができる。また、たとえば受信機１５１において操作部１１に対する一連
の操作内容に対する条件を設定する構成と比べて、リモートコントローラ１０２から受信
機１５１へ送信される情報のデータ長を短くすることができるため、電波干渉をより低減
することができる。また、操作部１１に対する一連の操作内容がリモートコントローラ１
０２の外部へ送信されないことから、セキュリティ性を高めることができる。
【０１０５】
　また、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラでは、制御部１４は、操
作部１１に対する操作が所定条件を満たすと、無線送信部１７を制御して、記憶部１５に
記憶された操作信号の内容を含む無線信号を送信する。
【０１０６】
　このように、リモートコントローラ１０２では操作部１１に対する一連の操作内容と参
照用情報との関係に関して無線信号の送信条件を設定することなく、たとえば受信機１５
１において操作部１１に対する一連の操作内容に対する条件を設定することができるため
、リモートコントローラ１０２の処理を簡易化し、リモートコントローラ１０２における
発電条件等を軽減することができる。
【０１０７】
　また、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラでは、制御部１４は、上
記無線信号の送信を完了したことに応答して、記憶部１５に記憶された操作信号の内容を
消去する。
【０１０８】
　このような構成により、記憶部１５の記憶領域の使用効率を高めるとともに、ユーザが
入力した暗証番号等の暗証情報がリモートコントローラ１０２に残存することを防ぎ、セ
キュリティ性を向上させることができる。
【０１０９】
　また、本発明の第２の実施の形態に係るリモートコントローラでは、参照用情報は暗証
情報である。制御部１４は、記憶部１５に記憶された操作信号の内容が暗証情報と一致し
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【０１１０】
　このような構成により、高いセキュリティ性の要求されるシステムにリモートコントロ
ールシステムを適用させることが可能となる。
【０１１１】
　上記実施の形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべき
である。本発明の範囲は、上記説明ではなく特許請求の範囲によって示され、特許請求の
範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【符号の説明】
【０１１２】
　１１　操作部
　１２　発電部
　１３　電源管理部（信号生成部）
　１４　制御部（送信制御部および消去部）
　１５，５４　記憶部
　１６　スイッチ
　１７　無線送信部
　１８，５１　アンテナ
　２１，２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ　ボタン
　２２，２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ　発電素子
　２３　蓄電素子
　３１　クリアボタン
　３２　送信ボタン
　３３　ＬＥＤ
　５２　無線受信部
　５３　制御部
　１０１　リモートコントローラ
　１５１　受信機
　３０１　リモートコントロールシステム
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